
四十七 第６５条の５ ((農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除))  関係

改 正 後 改 正 前

（農地保有の合理化等の証明書の区分一覧表） （農地保有の合理化等の証明書の区分一覧表）

６５の５－１ …………………………… ６５の５－１ ……………………………

別表四 農地保有の合理化等に関する証明書の区分一覧表 別表四 農地保有の合理化等に関する証明書の区分一覧表

区 分 内 容 発行者 根拠条項 備 考 区 分 内 容 発行者 根拠条項 備 考

……………… ……………… ……… ………… ……………… ……………… ……… …………

……………… ………………

Ａ 農地若しく Ａ 農地若しく

は採草放牧地 は採草放牧地

又はこれらの 又はこれらの

土地の上に存 土地の上に存

する権利…… する権利

次のいずれか

の書類

………… ……… ………… ………

………… ……… ………… ………

Ｂ 左の開発し Ｂ 左の開発し

て農地とする て農地とする

ことが適当な ことが適当な

土地若しくは 土地若しくは

農業用施設の 農業用施設の

用に供するこ 用に供するこ

ととされてい ととされてい

る土地又はこ る土地又はこ

4 4(　)イ

(　)ロ

(　)イ

(　)ロ

(　)A

(　)B

(　)A

(　)B



れらの土地の れらの土地の

上に存する権 上に存する権

利……次の書 利

類

………… ……… ………… ………

………… ……… ………… ………

……同法第２ ……同法第２条第 ……… ………… ※ その他の一 ……同法第２ ……同法第２条第 ……… ………… ※ その他の一

条第２項第１号 ２項第１号又は第 定の施設と 条第２項第１号 ２項第１号から第 定の施設と

又は第２号…… ２号…… は、林業用施 から第３号まで ３号まで…… は、特定農山

設及び特定農 …… 村地域におけ

山村地域にお る……

ける……

四十八 第６５条の７～第６５条の９ ((特定の資産の買換えの場合等の課税の特例))  関係

改 正 後 改 正 前

（事務所等の建物及びその附属設備の範囲） （事務所等の建物及びその附属設備の範囲）

６５の７ －１８ 措置法令第３９条の７第２項………………… ６５の７ －１８ 措置法令第３９条の７第１項…………………

（福利厚生施設の範囲） （福利厚生施設の範囲）

６５の７ －１９ 措置法令第３９条の７第２項………………… ６５の７ －１９ 措置法令第３９条の７第１項…………………

（平成３年３月３１日以前に取得した土地等についての買換えの適用） （平成３年３月３１日以前に取得した土地等についての買換えの適用）

６５の７ －２４ 法人が、平成３年３月３１日以前に取得をした土地等とともに同 ６５の７ －２４ 法人が、平成３年３月３１日以前に取得をした土地等（平成３年

日以後に当該法人により当該土地等の上に建設をした建物で当該法人により ４月１日以後の措置法令第３９条の７第２項に規定する合併により受け入れた

事務所等として使用されているものの譲渡をした場合には、当該建物は措置 土地等（同項に規定する被合併法人が同日前に取得をしたものに限る。）を含

法第６５条の７第１項の表の第１号の上欄に規定する譲渡資産に該当しない む。以下６５の７ －２４において同じ。）とともに同日以後に当該法人により当

が、当該土地等は当該譲渡資産に該当することに留意する。 該土地等の上に建設をした建物で当該法人により事務所等として使用されて

(　)A

(　)B

(　)A

(　)B
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(　)1

(　)1

(　)1

(　)1

(　)1

(　)1

(　)1



いるものの譲渡をした場合には、当該建物は措置法第６５条の７第１項の表の

第１号の上欄に規定する譲渡資産に該当しないが、当該土地等は当該譲渡資

産に該当することに留意する。

その土地等が平成３年３月３１日以前に取得をしたものであるかどうかの

判定に当たり、当該土地等が措置法令第３９条の７第３６項各号に掲げる資産

に該当する場合には、同項の規定によりいわゆる取得日の引継ぎが認めら

れているのであるから留意する。

（既成市街地等に含まれない埋立地の範囲） （既成市街地等に含まれない埋立地の範囲）

６５の７ －２５ …………………措置法令第３９条の７第２項………………… ６５の７ －２５ …………………措置法令第３９条の７第１項…………………

（移転促進地域から除かれる区域） （移転促進地域から除かれる区域）

６５の７ －２８ …………………中小企業経営革新支援法第２条第１項………… ６５の７ －２８ …………………近促法第２条…………………中小企業事業団…

………中小企業総合事業団………………… ………………

（所有期間が１０年を超える土地等についての買換えの適用） （所有期間が１０年を超える土地等についての買換えの適用）

６５の７ －３９ 法人が、措置法第６５条の７第１項の表の第２０号の上欄に規定す ６５の７ －３９ 法人が、取得した日から引き続き所有していた資産のうち所有

る所有期間（以下６５の７ －３９において「所有期間」という。）が１０年を超え 期間（措置法第６５条の７第１項の表の第２０号の上欄に規定する所有期間をい

る土地等とともに当該土地等の上に建設された所有期間が１０年を超えない建 う。以下６５の７ －３９において同じ。）が１０年を超える土地等とともに当該土

物又は構築物を譲渡した場合には、当該建物又は構築物は同欄に規定する譲 地等の上に建設された所有期間が１０年を超えない建物又は構築物を譲渡した

渡資産に該当しないが、当該土地等については同欄に規定する他の要件を満 場合には、当該建物又は構築物は同欄に規定する譲渡資産に該当しないが、

たすものであれば当該譲渡資産に該当することに留意する。 当該土地等については同欄に規定する他の要件を満たすものであれば当該譲

同項の表の第２１号の上欄及び第２２号の上欄に規定する譲渡資産についても、 渡資産に該当することに留意する。

同様とする。 同項の表の第２１号の上欄及び第２２号の上欄に規定する譲渡資産についても、

同様とする。

その土地等の所有期間が１０年を超えるものであるかどうかの判定に当た

り、当該土地等が措置法令第３９条の７第３６項各号に掲げる資産に該当する

場合には、同項の規定によりいわゆる取得日の引継ぎが認められているの

であるから留意する。

（中小企業者等に該当するかどうかの判定の時期） （特定中小企業等に該当するかどうかの判定の時期）

６５の７ －３９の２ 法人が、措置法第６５条の７第１項の表の第２１号の上欄に掲 ６５の７ －３９の２ 法人が、措置法第６５条の７第１項の表の第２０号又は第２１号

げる法人に該当するかどうかは、同号に規定する土地等、建物又は構築物を の上欄に掲げる法人に該当するかどうかは、これらの号に規定する土地等、

（注）

（注）

(　)1

(　)1

(　)1

(　)1

(　)1

(　)1

(　)1

(　)1

(　)1

(　)1



譲渡した時の現況によって判定するものとする。 建物又は構築物を譲渡した時の現況によって判定するものとする。

（使用する従業員の範囲） （使用する従業員の範囲）

６５の７ －４０ 措置法令第３９条の７第２１項………………… ６５の７ －４０ 措置法令第３９条の７第２５項…………………

（固定資産又は有価証券の譲渡に係る収入金額） （固定資産又は有価証券の譲渡に係る収入金額）

６５の７ －４３ 措置法令第３９条の７第１８項………………… ６５の７ －４３ 措置法令第３９条の７第１９項…………………

…………………………… ……………………………

…………………………… ……………………………

…………………………… ……………………………

…………………………… ……………………………

…………………………… ……………………………

法第５１条第１項に規定する特定出資又は措置法第６６条第１項に規定する 法第５１条第１項に規定する特定出資により取得した株式（出資を含む。）

特定共同出資により取得した株式（出資を含む。）のうち、現物出資をした のうち、現物出資をした固定資産及び有価証券に係るものの取得の時にお

固定資産及び有価証券に係るものの取得の時における価額の合計額 ける価額の合計額

…………………………… ……………………………

…………………………… ……………………………

（特定事業に係る収入金額の範囲） （特定事業に係る収入金額の範囲）

６５の７ －４４ 特定事業収入割合を計算する場合において、次に掲げる収入金 ６５の７ －４４ 特定事業収入割合を計算する場合において、次に掲げる収入金

額は、総収入金額には含まれるが、特定事業（措置法第６５条の７第１項の表 額は、総収入金額には含まれるが、特定事業（措置法第６５条の７第１項の表

の第２１号の上欄のイに定める事業をいう。以下６５の７ －４５において同じ。） の第２１号の上欄に規定するイからハまでに定める事業をいう。以下６５の７

に係る収入金額には含まれないことに留意する。 －４５において同じ。）に係る収入金額には含まれないことに留意する。

…………………………… ……………………………

…………………………… ……………………………

…………………………… ……………………………

（長期先行取得が認められるやむを得ない事情） （長期先行取得が認められるやむを得ない事情）

６５の７ －５２ …………………措置法令第３９条の７第２６項………………… ６５の７ －５２ …………………措置法令第３９条の７第２８項…………………

（特定現物出資資産等の取得の日） （新 設）

６５の７ －５３ 措置法第６５条の７第１項の表の第１号、第２０号、第２１号又は第

２２号の上欄に規定する取得の日につき特例が認められる譲渡資産は、措置法

令第３９条の７第３６項各号に掲げる資産に限られるから、例えば、法第５１条第

(　)1 (　)1

(　)1

(　)1

(　)1

(　)1

(　)1

(　)1

(　)1

(　)1 (　)1

　１

２

（注） 　１

２

（注）
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(　)2

(　)3

(　)1

(　)2

(　)3

(　)5

(　)6

(　)4

(　)1

(　)2

(　)3

(　)1

(　)2
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(　)5
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１項に規定する特定出資により受け入れた資産（措置法令第３９条の７第３６項

第３号かっこ書に該当する資産を除く。）又は措置法第６５条の７第１項の規定

により圧縮記帳の規定の適用を受けている資産を譲渡しても、その資産の取

得の日は、法人が実際にその資産を取得した日によることに留意する。

（借地権者が土地を取得した場合等の土地等の取得の時期） （新 設）

６５の７ －５４ 措置法第６５条の７第１項の表の第１号、第２０号、第２１号又は第

２２号の規定を適用する場合において、その譲渡資産が次に掲げるものに該当

するときは、それぞれ次に定めるところによる。

借地権を有する法人が当該借地権に係る土地を取得したことにより借地

権が消滅した土地 消滅した借地権に対応する部分の土地はその借地権の

取得の日に取得し、当該借地権に対応する部分以外の部分の土地は、その

土地の取得の日に取得したものとする。

借地権の返還を受けた土地 返還に際して支払った立退料等の額に対応

する部分の土地は、その返還を受けた日に取得し、それ以外の部分の土地

は、その土地の取得の日に取得したものとする。

（市街地再開発事業の施行に伴う権利変換等により取得した建物等の取得の時 （新 設）

期等）

６５の７ －５５ 法人が、措置法第６５条第１項の規定の適用を受けた同項第５号

に規定する権利又は当該権利に基づき取得した建物で同条第５項の規定の適

用を受けたものを譲渡した場合における措置法第６５条の７第１項の表の第１

号、第２０号、第２１号又は第２２号の規定の適用については、次によることに留

意する。

当該権利を譲渡した場合において、当該権利の取得の基因となった譲渡

資産の取得の日が平成３年３月３１日以前であるときは、当該権利は同項の

表の第１号の上欄に掲げる資産に該当するものとし、当該権利の取得の基

因となった譲渡資産の取得の日の翌日から当該権利を譲渡した日の属する

年の１月１日までの所有期間が１０年を超えるときは、当該権利は同項の表

の第２０号、第２１号又は第２２号の上欄に掲げる資産に該当する。

当該権利に基づき取得した建物で措置法第６５条第５項の規定の適用を受

けたものを譲渡した場合には、当該権利の取得の基因となった譲渡資産の

取得の日に当該建物を取得したものとする。

(　)1

(　)1

(　)1

(　)1

(　)2

(　)2



（借地権を消滅させた後土地の譲渡をした場合等の譲渡対価の区分） （新 設）

６５の７ －５６ 法人が６５の７　－５４に該当する土地の譲渡（当該土地に係る借

地権の設定を含む。）をした場合（その土地の一部が措置法第６５条の７第１項

の表の第１号、第２０号、第２１号又は第２２号の上欄に掲げる土地に該当しない

ものとされる場合に限る。）において、これらの号の規定の適用を受けるとき

は、当該各号の上欄に掲げる土地に該当するものとされる部分の土地の譲渡

について当該各号の規定を適用する。この場合におけるその譲渡対価の額及

び譲渡直前の帳簿価額の区分は、６２の３　－８、６２の３　－９、６２の３　－

２及び６２の３　－３の取扱いに準ずるものとする。

（交換の場合の買換資産） （交換の場合の買換資産）

６５の７ －５７ …………………………… ６５の７ －５３ ……………………………

（支払った交換差金についての買換えの適用） （支払った交換差金についての買換えの適用）

６５の７ －５８ …………………………… ６５の７ －５４ ……………………………

昭和５０年４月１日以後の交換について適用する。

（差益割合の計算） （差益割合の計算）

６５の７ －１ …………………………… ６５の７ －１ ……………………………

…………………………… ……………………………

…………………………… ……………………………

…………………………… ……………………………

…………………同条第３４項………………… …………………同条第３６項…………………

（圧縮記帳をした資産についての特別償却の不適用） （圧縮記帳をした資産についての特別償却の不適用）

６５の７ －１１ …………………第４６条及び第４６条の２………………… ６５の７ －１１ …………………第４２条の１１第１項、第４６条及び第４６条の２……

……………

（事業の用に供しなかった買換資産に係る特別償却） （事業の用に供しなかった買換資産に係る特別償却）

６５の７ －１２ …………………同法第４２条の５第１項、第４２条の６第１項、第 ６５の７ －１２ …………………同法第４２条の５第１項、第４２条の６第１項、第

４２条の７第１項、第４２条の８第１項、第４２条の１２第１項、第４３条から第４５条 ４２条の７第１項、第４２条の８第１項、第４２条の１２第１項、第４３条から第４５条

の３まで及び第４６条の３から第４９条まで………………… の２まで及び第４６条の３から第４９条まで…………………

…………………………… ……………………………

同法第４５条の２第３項及び第４６条の３から第４８条まで………………… 同法第４５条の２第３項、第４６条の３から第４８条まで及び第４９条第２項…

(　)1

(　)2

(　)3

(　)3

(　)3

(　)3

（注）
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(　)2

(　)1

(　)2

(　)3

(　)3

(　)3
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(　)1
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(　)1

（注）



………………

…………………………… ……………………………

…………………………… ……………………………

（特別償却を実施した先行取得資産についての圧縮記帳の不適用） （特別償却を実施した先行取得資産についての圧縮記帳の不適用）

６５の７ －１３ …………………措置法第４２条の５から第４２条の８まで、第４２条 ６５の７ －１３ …………………措置法第４２条の５から第４２条の８まで、第４２条

の１２から第４５条の３まで及び第４６条の３から第４９条まで………………… の１２から第４５条の２まで及び第４６条の３から第４９条まで…………………

（取得指定期間の認定） （取得指定期間の認定）

６５の７ －３ …………………措置法令第３９条の７第２６項………………… ６５の７ －３ …………………措置法令第３９条の７第２８項…………………

（取得指定期間の認定を行う場合のやむを得ない事情） （取得指定期間の認定を行う場合のやむを得ない事情）

６５の７ －４ …………………措置法令第３９条の７第２６項………………… ６５の７ －４ …………………措置法令第３９条の７第２８項…………………

（取得指定期間の再延長） （取得指定期間の再延長）

６５の７ －５ …………………措置法令第３９条の７第２６項………………… ６５の７ －５ …………………措置法令第３９条の７第２８項…………………

（取得をする見込みである資産に係る書類） （取得をする見込みである資産に係る書類）

６５の７ －１０ 措置法規則第２２条の７第１２項に規定する取得をする見込みであ ６５の７ －１０ 措置法規則第２２条の７第１３項に規定する取得をする見込みであ

る資産を明らかにする書類は、付表の書式（これに準ずる書式を含む。）によ る資産を明らかにする書類は、付表の書式による。

る。

（買換えの証明書の添付） （買換えの証明書の添付）

６５の７ －３ …………………措置法規則第２２条の７第８項、第１０項及び第１１ ６５の７ －３ …………………措置法規則第２２条の７第９項、第１１項及び第１２

項………………… 項…………………

(　)3

(　)4

(　)4

(　)4

(　)4

(　)5

(　)3

(　)4

(　)4

(　)4

(　)4

(　)5

　１

２

（注） 　１

２

（注）


